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すぐさま点検・契約をせまってくる

足立区消費者センターにご相談ください。困ったときは

「センターだより」
No.235もあわせて
チェック！

に

① 急な点検・修理勧誘はインターフォン越しで断る！

② しつこい場合は「警察を呼ぶ」と伝える！

③ その場で契約をしない！

④ 複数の業者から見積もりをとる！

隣の家の
修理のついでに

こんな言葉をうのみにしてはいけません！

ご用心！

今なら特別価格


